
＜補助対象事業＞ Ｒ３県予算額：５，０００千円
地域の魅力づくり、既存観光資源の磨き上げ、心のこもったおもてなしや地域の特産品（食品・工芸品
等）を活用した土産品等の新商品開発、古民家や歴史ある建物、空き家等を活用した観光客を呼び
込む拠点（飲食、物販、宿泊施設等）づくり等の受入体制構築に向けた取組
＜補助率＞ 県１／３ 市町 １／３以上 事業主体（団体等※1）１／３以下

（沿線三市：県３／１２ 市 ５／１２以上事業主体（団体等※1）４／１２以下)
※開業効果を各地域に呼び込むための取組は、本来各市町が主体となって取り組むべきも
のであるが、県としても開業効果の波及・拡大のためにそうした市町の取組を後押しす
る必要があり、市町に補助を行うもの。

＜補助率と補助イメージ＞※単独市町の取組の場合

※市町をまたぐ広域連携の取組の場合
(但し沿線三市のみの広域連携に対する県補助率は3/12)

長崎県新幹線開業対策事業費補助金イメージ
事業の目的

○令和４年度の新幹線開業に向けて、新幹線開業効果を高める県内各地域の民間事業者等に
よる取組を促進するため、各市町と連携し、補助金による支援制度を創設（開業に向けた
市町の行動計画に基づく取組を対象）

事業の概要

県 市町 （事業主体）
地域団体・民間団体等

１／３補助
(3/12)

２／３以上補助

県 任意の１市町 （事業主体）
地域団体・民間団体等１／３補助

(3/12)
２／３以上補助

（市町間の負担割合は任意）

※1  事業主体は個人、単独の企業（まちづくりや地域づ
くりを目的に設立されたものを除く）、市町（民間主体
の団体の構成員となっている場合を除く）を除く団体等。


